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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被測定物に照射光を照射し、前記被測定物からの反射光又は透過光を受光し、受光して得
た情報から、測定に必要な複数の特定波長において、各特定波長における短波長側の波長
及び長波長側の波長の各吸光度を求め、これら複数の吸光度を用いて、前記短波長側の波
長及び長波長側の波長を説明変数、前記吸光度を目的変数とし、前記特定波長ごとに２次
以上の回帰式を求め、該各回帰式にそれぞれ対応する前記特定波長の値を代入して前記各
特定波長における吸光度を算出することを特徴とする分光分析装置における吸光度の算出
方法。
 
【請求項２】
請求項１に記載の算出方法において、該算出方法で求める前記回帰式を微分し、微分した
回帰式にそれぞれ対応する前記特定波長の値を代入して前記各特定波長における微分吸光
度を算出することを特徴とする分光分析装置における微分吸光度の算出方法。
 
【請求項３】
同一構造又は同一製品の複数の分光分析装置において、
該分光分析装置の少なくとも一つを基準機とし、
前記基準機にて請求項１に記載の算出方法により複数の特定波長の吸光度を求め、
該吸光度を使用して検量線を作成し、
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該検量線を基準機とは別の前記分光分析装置に搭載し、前記分光分析装置にて測定して得
る吸光度の情報から被測定物の特定成分を前記検量線により算出する際に、
前記分光分析装置においても請求項１に記載の吸光度の算出方法により前記特定波長の吸
光度を求め、該吸光度を使用することを特徴とする分光分析装置の機体差補正方法。
【請求項４】
同一構造又は同一製品の複数の分光分析装置において、
該分光分析装置の少なくとも一つを基準機とし、
前記基準機にて請求項２に記載の算出方法により複数の特定波長の微分吸光度を求め、
該微分吸光度を使用して検量線を作成し、　
該検量線を基準機とは別の前記分光分析装置に搭載し、前記分光分析装置にて測定して得
る微分吸光度の情報から被測定物の特定成分を前記検量線により算出する際に、
前記分光分析装置においても請求項２に記載の微分吸光度の算出方法により前記特定波長
の微分吸光度を求め、該微分吸光度を使用することを特徴とする分光分析装置の機体差補
正方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定して求めた吸光度の情報を用いて、複数の分光分析装置間で共通の特定
波長の吸光度を算出する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、分光分析によって穀類等の被測定物の成分を非破壊で測定することが行われてい
る。該測定は、被測定物の透過光又は反射光から得られた吸光度の情報を、事前に作成さ
れている検量線に当てはめることで行われている。
【０００３】
　また、前記検量線を作成する際、例えば、特許文献１に記載されているように、吸光度
をそのまま使用するのではなく、該吸光度から微分吸光度を求め、この微分吸光度を用い
ることが行われている。微分吸光度を用いることについては、非特許文献１(第18回非破
壊計測シンポジウム講演要旨集)において、検量線の測定精度が向上することが記載され
ている。微分吸光度は、前記非特許文献１によれば、離散データである吸光度スペクトル
の波長差の差分で微分近似したものである。
【０００４】
　ところで、吸光度又は微分吸光度を用いて作成する検量線は、１台の分光分析装置ごと
に作成することが望ましい。しかし、生産コストの問題から同一構造又は同一製品の装置
には、共通の検量線を搭載する必要がある。このため、現状では、少なくとも１台の装置
を基準機とし、該基準機にて測定して得た情報からＰＬＳ解析などにより検量線を作成し
、この検量線を前記基準機と同一構造又は同一製品の別の装置(子機)に搭載することが行
われている。
【０００５】
　その際、各装置に搭載する分光器の個体差により、各装置間で機体差と呼ばれる測定誤
差が生じる。前記分光器の前記個体差として、各分光器で測定する波長のズレがあり、こ
のズレが前記機体差を生じさせる主な原因と考えられている。つまり、基準機で測定した
波長に基づき作成されている検量線を、測定する波長に基準機とズレが存在する子機に搭
載すれば、前記ズレが原因となって基準機と前記子機との間に機体差が生じることになる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平５－６０６８８
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【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】「近赤外スペクトルの解析」、日本食品科学工学会第１８回非破壊計測
シンポジウム講演要旨集、２００２年、２１頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明は、前記機体差を補正することを目的とし、搭載する分光器の個体差に
よって各装置間に測定波長のズレがある場合でも、各装置で同一波長の吸光度を求めるこ
とを可能とすることを課題とする。 
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題を解決するため本発明は、被測定物に照射光を照射し、前記被測定物からの反射
光又は透過光を受光し、受光して得た情報から、測定に必要な複数の特定波長において、
各特定波長における短波長側の波長及び長波長側の波長の各吸光度を求め、これら複数の
吸光度を用いて、前記短波長側の波長及び長波長側の波長を説明変数、前記吸光度を目的
変数とし、前記特定波長ごとに２次以上の回帰式を求め、該各回帰式にそれぞれ対応する
前記特定波長の値を代入して前記各特定波長における吸光度を算出する、という技術的手
段を講じた。
【００１０】
また、請求項１に記載の算出方法において、該算出方法で求める前記回帰式を微分し、微
分した回帰式にそれぞれ対応する前記特定波長の値を代入して前記特定波長における微分
吸光度を算出する、という技術的手段を講じた。
【００１１】
　さらに、同一構造又は同一製品の複数の分光分析装置において、該分光分析装置の少な
くとも一つを基準機とし、前記基準機にて本発明の算出方法により複数の特定波長の吸光
度を求め、該吸光度を使用して検量線を作成し、該検量線を基準機とは別の前記分光分析
装置に搭載し、前記分光分析装置にて測定して得る吸光度の情報から被測定物の特定成分
を前記検量線により算出する際に、前記分光分析装置においても本発明の吸光度の算出方
法により前記特定波長の吸光度を求め、該吸光度を使用する、という技術的手段を講じた
。
【００１２】
　その上、同一構造又は同一製品の複数の分光分析装置において、該分光分析装置の少な
くとも一つを基準機とし、前記基準機にて本発明の記載の算出方法により複数の特定波長
の微分吸光度を求め、該微分吸光度を使用して検量線を作成し、該検量線を基準機とは別
の前記分光分析装置に搭載し、前記分光分析装置にて測定して得る微分吸光度の情報から
被測定物の特定成分を前記検量線により算出する際に、前記分光分析装置においても本発
明の微分吸光度の算出方法により前記特定波長の微分吸光度を求め、該微分吸光度を使用
する、という技術的手段を講じた。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、同一構造又は同一製品の各分光分析装置において、それぞれが搭載す
る分光器の個体差によって測定する波長にズレ（差）がある場合でも、本発明の吸光度の
算出方法によって、各分光分析装置で同一の測定波長の吸光度を求めることが可能となる
。
【００１４】
　このため、基準機の一台で作成した検量線を各分光分析装置に搭載しても、測定する波
長のズレによる機体差を解消することが可能となり、いわゆる検量線の移設性が向上する
。
【００１５】
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　したがって、各分光分析装置でそれぞれ検量線を作成する必要がなくなるので、生産効
率を大幅に向上させることができる。　
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】分光分析装置の構成を概略的に示したものである。
【図２】近似式を示した図である。
【図３】従来の方法で求めた微分吸光度による測定結果を示した図である。
【図４】本発明の方法で求めた微分吸光度による測定結果を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明を実施するための形態を図１及び図２を参照しながら説明する。図１は、被測定
物の吸光度を測定するための分光分析装置６の構成を概略的に示したものである。なお、
分光分析装置６には、被測定物からの反射光又は透過光から受光し、受光した反射光又は
透過光を用いて吸光度を求められるものであれば、一般に市販されているものを使用する
ことができる。
【００１８】
　図１において、符号１は被測定物である試料に可視光や近赤外線等を含む光を照射する
ハロゲンランプ等の光源であり、符号２は集光用のレンズ、符号３は光源１からの光量を
減少させるＮＤフィルタ４や不必要な波長の光をカットするカットフィルタ５等を備えた
円板である。該円板３は、レンズ２の光軸上となるように配設し、駆動モータ８と連結し
て、測定時には適切に回転させる。符号１０は光源１からの光を試料測定部１３まで導く
筒体であり、この筒体１０には拡散レンズ１１が設けられている。そして、前記筒体１０
の端部には、試料測定部１３と、分光器１４とが設けられており、該分光器１４は、試料
測定部１３を通過することで試料を透過した透過光を取り込むように配置されている。
【００１９】
　前記試料測定部１３には、試料の供給及び排出を連続的に行い、かつ、試料測定部１３
内の試料密度が均一となるように上部に試料供給部１５を、下部に試料排出部１６をそれ
ぞれ配設するのが望ましい。この試料供給部１５は、例えば、試料を貯留するためにホッ
パー状となし、試料排出部１６は、排出バルブ１７を備えたものにするとよい。
【００２０】
　分光器１４の後段には、信号の増幅を行う増幅器２０、Ａ／Ｄ変換を行うＡ／Ｄ変換器
２１及びマイクロコンピュータ等で構成される演算器２２が接続されている。この演算器
２２は、分光器１４によって受光された測定試料の透過光から、測定試料の含有成分に関
係する複数の波長の吸光度を演算し、その吸光度から、１次微分吸光度又は２次微分吸光
度を求め、これら微分吸光度を事前に作成しておいた検量線（成分計算式）に代入して測
定試料のタンパク含有率等の特定成分値を算出する。演算器２２で求められた特定成分の
値は、液晶表示器等で構成する表示器２３に表示される。
【００２１】
　前記分光器１４には、受光する光をそれぞれの波長に分光するための回折格子２４と、
該回折格子２４によって分光された光を波長ごとに受光する受光部２５とが設けられてい
る。該受光部２５は、ピクセルと呼ばれる複数の受光素子から構成されている。本実施例
では、浜松ホトニクス社の分光器（Ｃ１１０１０ＭＡ）を使用し、分光した光を２５６個
の前記受光素子で受光した。
【００２２】
　実際の測定では、６００ｎｍから１０５０ｎｍまでの波長域の光を受光しているので、
６００ｎｍ～１０５０ｎｍの波長域の光を、２５６個の受光素子によってほぼ等間隔に測
定していることになる。つまり、６００ｎｍの波長の光が１番目の受光素子に、１０５０
ｎｍの波長の光が２５６番目の受光素子で受光されている。
【００２３】
　表１は、分光器１４で測定した９０４ｎｍ付近の吸光度を示したものであり、各受光素
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値である。
【００２４】
【表１】

【００２５】
　表１に示すように、分光器１４では、ピクセル（受光素子）ごとに測定する波長が決ま
っている。このため、吸光度の算出に必要とする特定波長の光に対して、該特定波長の光
と同一波長の光を常に受光できるわけでなく、前記特定波長の光の近傍の波長の光で代用
していることが多い。例えば、理論上９０４ｎｍの波長の光の吸光度を求める必要がある
場合に、分光器１４では１５１番（９０３．３８ｎｍ）又は１５２番（９０５．０５ｎｍ
）のピクセルで測定した９０４ｎｍに近い波長の光を使用することになる。
【００２６】
　また、９０４ｎｍにおける微分吸光度を求める場合には、非特許文献１に記載されてい
る方法により、近接する波長の差分を求めて微分吸光度とすることができるので、ここで
は、１５１番（９０３．３８ｎｍ）と１５２番（９０５．０５ｎｍ）のピクセルで受光し
て求めた吸光度の差を求めることで、９０４ｎｍの微分吸光度を求めることができる。
【００２７】
　この様にして求めた微分吸光度であっても、分光分析装置６で測定した値で検量線を作
成し、該検量線を分光分析装置６でのみ使用する場合には問題が生じることはない。
【００２８】
　ところで、表２は、分光器１４と同一製品の分光器１４Ｂを搭載した、分光分析装置６
と同一製品の分光分析装置６Ｂで測定した９０４ｎｍ付近の吸光度を示したものであり、
各ピクセルに対応する波長と該波長の吸光度及び分光器１４と分光器１４Ｂとの波長の差
（ｎｍ）を表している。なお、吸光度Ｂは測定値から算出した値である。
【００２９】
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【表２】

【００３０】
　表１と表２とを比較することで明らかなように、分光分析装置６と分光分析装置６Ｂと
は同一製品でありながら、測定波長が同一ではないことがわかる。これは、分光器１４と
分光器１４Ｂとの個体差が原因と考えられる。
【００３１】
　このため、同一製品の分光分析装置であっても、それぞれが搭載する分光器の個体差に
よって、測定する光の波長にズレ（差）が存在する。このズレの影響により、分光分析装
置６での測定値を用いて求めた吸光度を使用して作成した検量線を、分光分析装置６Ｂに
搭載した場合、分光分析装置６と分光分析装置６Ｂとで同一試料を測定しても、分光分析
装置６及び分光分析装置６Ｂのそれぞれの測定値に機体差と呼ばれる差が生じる。
【００３２】
　そこで本発明では前記機体差を無くすために、搭載する分光器に個体差があって測定す
る光の波長にズレがある場合でも、測定に必要な波長の吸光度（特に微分吸光度）を算出
する時点で、各分光分析装置で同一波長の吸光度を算出可能とするために、次に示す算出
方法を実施した。
【００３３】
　ここでは、９０４ｎｍの微分吸光度を求める場合について説明する。まず、表１に示し
ているように、各分光分析装置で複数の９０４ｎｍ付近の吸光度を求める。これら吸光度
が等間隔の波長である必要はない。次に、これら複数の吸光度を用いて、図２に示すよう
に、近似式１（式１）を求める。この近似式１は、波長を説明変数、吸光度を目的変数と
して一般的な解析手法により２次の回帰式を計算することで求めることができる。
【００３４】
【数１】

【００３５】
　上記近似式１に９０４を代入することで、９０４ｎｍの波長の吸光度を算出することが
できる。なお、近似式１を求める際に使用する吸光度の数であるが、測定に必要な特定波
長付近の吸光度だけを数多く用いることが望ましいと思われる。実際には、前記特定波長
を中心として、この特定波長の短波長側と長波長側とから均等に吸光度を使用するように
すればよく、特定波長、前記特定波長の短波長側及び長波長側の吸光度を５個～２１個、
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望ましくは７個～１７個、より望ましくは９個～１５個の吸光度を使用すればよい。本実
施例では、特定波長（９０４ｎｍ）に最も近い波長の吸光度と、該波長の短波長側及び長
波長側からそれぞれ６個の吸光度の計１３個の吸光度を使用して近似式を求めた。
【００３６】
　また、前記近似式１を微分して、下記の近似式２（式２）を求め、
【００３７】
【数２】

【００３８】
　この近似式２に９０４を代入することで、９０４ｎｍの波長の１次微分吸光度を算出す
ることが容易に可能となる。
【００３９】
　各分光分析装置で前記近似式１又は近似式２をそれぞれ求め、各近似式１又は近似式２
を用いることで、各分光分析装置で同一波長（特定波長）の吸光度又は微分吸光度を算出
することが可能となる。例えば、９０４ｎｍの波長の吸光度が必要な場合には、各分光分
析装置で、各分光分析装置でそれぞれ求めた近似式１に９０４を代入することで、全ての
分光分析装置で９０４ｎｍの波長の吸光度を算出することができる。
【００４０】
　なお、測定に必要な特定波長毎に前記近似式１又は近似式２を求め、前記特定波長の吸
光度又は微分吸光度をそれぞれ求めるようにすればよい。
【００４１】
　また、近似式２を再度微分して、下記の式３を求めることで、２次微分吸光度を算出す
ることができる。　　
【００４２】
【数３】

【００４３】
　なお、２次以上の微分吸光度を求める場合には、３次以上の回帰式による近似式を求め
ることが望ましい。ここでは、２次の回帰式による近似式について説明したが、回帰式の
次数が２次に限定されるわけではなく、１次又は２次以上の回帰式によって近似式を求め
ればよい。
【実施例】
【００４４】
　本発明の吸光度の算出方法によって、実際に前記機体差を小さくした実施例を示す。本
実施例では、分光分析装置６を基準機にして、該基準機の測定値で検量線を作成し、該検
量線を分光分析装置６Ｂに搭載して、検量線作成に使用したサンプル（試料）とは別のサ
ンプルを分光分析装置６Ｂで測定することで効果を確認した。
【００４５】
　具体的には、まず、基準機である分光分析装置６で、４８個のサンプル（以下、「サン
プルＡ」という）を測定した。サンプルＡには穀類の玄米を使用し、該玄米には、２４個
の２００５年産の国産米及び２４個の２００６年産の国産米を用いた。前記サンプルＡを
測定して得た１次微分吸光度を説明変数、前記玄米のタンパク含有率（化学分析値）を目
的変数としてＰＬＳ解析により検量線を作成した。
【００４６】
　なお、前記検量線は２本作成し、その内の１本は、非特許文献１に記載の方法を用いて
、分光器の受光素子（ＣＭＯＳリニアイメージセンサ）の出力信号から求めた吸光度の差
分を１次微分吸光度として検量線（以下、「検量線Ａ」という）を作成し、もう１本は、
近似式を用いた本発明の算出方法により求めた１次微分吸光度から検量線（以下、「検量
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線Ｂ」という）を作成した。
【００４７】
　次に、前記分光分析装置６Ｂにて、前記検量線Ａ及びＢを作成したときに測定したサン
プルＡとは別の４８個のサンプル（以下、「サンプルＢ」という）を測定した。なお、こ
のサンプルＢにも穀類の玄米を使用し、該玄米には、２４個の２００５年産の国産米及び
２４個の２００６年産の国産米を用いた。
【００４８】
　前記測定の結果を図３～図４に示す。図３は、前記検量線Ａによる分光分析装置６Ｂで
の測定結果であり、非特許文献１に記載の方法で求めた１次微分吸光度を検量線Ａに代入
して玄米のタンパク含有率の計算値を求めている。そして、図４は前記検量線Ｂによる分
光分析装置６Ｂでの測定結果であり、本発明の近似式を用いた方法により求めた１次微分
吸光度を検量線Ｂに代入してタンパク含有率の計算値を求めている。
【００４９】
　図３に示すように、従来の方法で求めた微分吸光度を使用して玄米のタンパク含有率を
計算した場合の標準誤差（ＳＥＰ）は０．６３１であった。これに対して、本発明の方法
で求めた微分吸光度を使用してタンパク含有率を計算した場合の標準誤差（ＳＥＰ）は０
．４９３であった。よって、本発明の吸光度の算出方法を用いることで、標準誤差を小さ
くすることができた。
【００５０】
　つまり、各分光分析装置に搭載した分光器の個体差（波長のズレ）が原因となって生じ
る装置間の機体差を、本発明の吸光度の算出方法によって小さくすることが可能となった
。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明では、米等の穀類を測定する場合について実施例を示したが、測定対象は穀類に
限定されるわけではなく、吸光度を用いて解析又は分析を行う場合には、本発明を利用す
ることが可能である。 
【符号の説明】
【００５２】
  １　光源
  ２　レンズ
  ３　円板
　４　ＮＤフィルタ
　５　カットフィルタ
　６　分光分析装置
　８　駆動モータ
　１０　筒体
　１１　拡散レンズ
　１３　試料測定部
　１４　分光器
　１５　試料供給部　
　１６　試料排出部
　１７　排出バルブ
　２０　増幅器
  ２１　Ａ／Ｄ変換器
　２２　演算器
　２３　表示器
　２４　回折格子
　２５　受光部
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